
科

學

史

»F
究 

第

九

號

朝

鮮

 

の
 

尺
 

度

ー
、

緖 

言

朝

鮮

史

を
繙
く
機
會
を
得
て
朝
鮮
に
於
け
る
自
然
科
學
に 

關
す
る
事
項
を

多

少

知
る
こ

と

が

出

來
た

。
廣

い
分
野
に
亙
っ
て 

の

紹

介
は

容

易

で
な

い

の

で

他
の

機

會
に

譲
る
こと

と

し

、

こ
 ゝ

で
は
古
く
朝

鮮

に
於
て
使
用
せ
ら
れ
た
る
尺
度(

度
量

衡)

に
つ
い 

て
簡

単

に

紹

介

し

た

い

と

思

ふ

。

元
來
朝
鲜
に
於
け
る.
度

ft
衡
は
支
那
の
制
を
受
け
て
居
た
こ
と 

は
勿
論
で
あ
る
が
甚
だ
複
雜
で
あ
っ
て
且
つ
正
確
を
缺
く
の
で
あ 

る
。

又
そ

の

遺

物
も

緘
に
少
く

從
っ
て
現
存.
丁
る
も
の
を
以
て
後 

時

の

も

の
を,
5
4
^

推
算
ナ
る
こ
と
の
出
來
な
い
場
合
が
多
い 

の
で
あ
る
。

J.M&

は
最
も
古
く
よ
り
用
ひ
ら
れ
て
居
た
も
の
の
樣
で
あ
る
か 

李

朝

世

宗

《
二〇

七
九)

の
治
世
に
至
っ
て
黃
筑
尺
、

營
造
尺
、 

造
禮
器
尺
、

布
帛
尺
、

量
田
尺(

之
は
高
麗
文
宗
二
十
四
年(

一
七

佐

々

木

忠

義

 

二

九)

に

制

定

•»»■
ら
れ
た
ろ
も
の
を
以
て
そ
の
始
め
と
丁
る)

绑 

の
基
单
を
定
め
て
工W

に
於
て
麻
器
を
製
作
し
各
地
へ
送
っ
て
、 

毎

年
秋
分
の
日
に
庚
«:
衡
の
檢
杳
を
行
っ
て
民
間
に
使
用
さ
れ
て 

居
る
器
物
を
之
に
単
じ
て
公
平
に
檢
定
し
て
、

合
格
し
た
も
の
は 

檢
定
濟
の
烙
印
を
押
捺
し
、

不
正
の
も
の
は
毘
创
ナ
る
の
制
浚
を 

と
っ
た
の
で
あ
る
。

以
下
度
、

盘
、
衡
の
順
序
に
曲
時
の
制
度
を
紹
介
し
て
行
く
こ 

と
に
ナ
る
。二

、

度

の

制

鹹

に

殘

念
な

こ

と

fc
は
、

其

の

常

時

の

尺

废

は

Tf/
失
し
て
、

又 

長
短
變
易
し
て
之
を
詳
に
ナ
る
こ
と
加
出
來
な
い
の
で
あ
る
。
唯 

營
進
尺
は
築
城
、
建

築

、
檢

梁

、
遥
韶
の
外
就
磐
、

軍
時
、

刑
具
、 

家
屋
、

墓
汨
纺
に
使
用
さ
れ
た
關
係
上
比
較
的
後
世
に
至
る
ま
で 

其
の
寸

尺
をW

へ
鮒
た
も
の
で
あ
る
。

佐

々

木

忠

義



霄

尺

之

は

績

物

を

計

る

尺

IC
し
て
、
黄
fl(
尺
の
一
尺
三
寸 

四
分
ハ«

に
當
る
と
規
定
さ
れ
て
居
る
。

之

は

日

本

曲

尺
 

(

以

卞

曲

尺

と

云

ふ)Q

一
尺
四
寸
六.
分
乃
至
一
尺:K

寸
一
分 

に
雷
る
。

«

楚

尺

之

の

使

HJK
園
は
前
記
の»

り
で
あ
る
。
黄M
尺
と 

f

t

?

る
と
、

黃一
!

尺
め
八
寸
九
分
九
・
と
な
っ
て
居
ろ
。 

之
は

曲

尺
よ

り

一

分

4S
い
と
も
云
は
れ
、

又
曲
尺
とM
じ
長 

尺

之

は

・
式
用
の
攀
物
をH

る
に
用
ひ
ら
れ
た
も
の 

で
あ
っ
て
、
黄
tt
尺
の
ハ
寸
二
分
三■

で
あ
る
。 

tt
田

尺•

之
の

最
初
の
も
の
は
离M
朝
の
制
定
で
あ
っ
て
、 

「
六
寸
ラ

一

分

、

十

分
フ
一
尺
、

六

尺T

一
步
」

と
し
て 

方

三

十

三

歩y

ー
結
、

方

四

十

七

夕

二

Mr
、

方
五
十
七
步 

三

分T
三
緒
、

方
六
十
六
步
ツ
四
結
、

方
七
十
三
步
ハ
分
ヲ 

五
結
、
方
ハ
十
步
ハ
列
ラ
六*

方
ハ
十
七
步
四
分
ゲ
七
緒
、 

方

九

十
步
七
分
ク
ハ
績
、

方
九
十
九
步
ヲ
九
給\•

方
一
百
四 

汐

三

分

ヲ

十

鬆

と
し
て
、

其
後
三
百
二
十
年
を«

て
、

离W
恭a

王

元

年
 

《
二〇

四

丸)

に
は

«r
た
に
三
歩
三
尺
四
方
を
一
ft
と
す
る
、 

負
の¥

位

が

出

來

た

の

で

あ

备

そ

れ

か

ら

十

六

年

後

の

李

M
 
M
 
0

尺
■

益

々

木)

太

宗

五

爰

二

〇

六

五)

に
は
ft
の
尺
ft
を»

め

て

三

步•

尺 

ハ
寸
四
方
を
負
と
し
た
。

そ

れ

よ

り

二

十

三

年

後

の

李

幕 

宗
十
年(

二
。
ハ

ハ)K
は
期
の
尺
敵
ま
增
加
し
て
、

三
十
五 

步

四

方t

一
約
と
し
た
の
で

4>
る
『

ド
く
の
如
く

緒
、
負
の 

植
に
は
參
少
の變

! ・

は
あ
っ
た
に
せ
よ
、

六
寸
を
一
分
、

十 

分

を

一

尺
と
し

て

it
HI
尺
は
制
定
せ
ら
れ
た
わ
け
で
あ
る
が
、 

何
tt
か
ゝ
る*

位
が
出
て
來
た
か
と
云
ふ
に
、

土
地
を
演
る 

に
收
tt
を

操

率

-i
し
、A

夫
の
手
に*

る
だ
け
の
禾a

を
取 

っ

て

其

の

一»

をm

tt
と
し
て
、

十
抓
を
把
、

十
把
を
東
、 

十
東
を
負
、

百
負
を
一
緒
と
す
る
計W
法
に
依
っ
て
、
先
づ 

>

夫
の
手
棺
を
周
尺
で
廿
り
約
六
寸
あ
っ
た
の
で
之f
c
s
 

と
し
て
一
分
と
し
、

十
分
を

尺

、

六
尺
を
歩
、

方
三
十
三
汐 

を
ー
紹
と
定
め
た
の
で*

ら
う
。

從
っ

て

李

ffi
も
此
の
法
に 

依
っ
て
、

太
宗
の
時
よ
り
結
負
を
以
っ
て
面
積
の
算
定
怯
と 

し
、

又
之
を
課
稅
の

越

率
と

し
た

ので

あ
る
。

そ
し
て
量

F1 

尺
も
田
品
の
尊
級
に
依
っ
て
與
っ
て
居
た
の
で
あ
る
。

卽
ち 

世

家

二

十

六

凭

ニ

ー

〇

四)

田«

祥
定
所
は 

一

博

田

尺

周

尺

四

尺

七

寸

七

分

五*
 

二
缚
田
尺 

同

五

尺
・
寸
七
分
九
值 

三

第

田

尺M
五

尺

七

寸=
«

三

8



科

事A

9F
疣 

・

九

・ 

四

舞

阳

尺

同

六

尺

四

寸

三

分

四«
 

五

第

田

尺M
七
尺
五
寸
五
分 

六

等E

尺

M
九
尺
五
寸
五
分 

紹
負
汁
算
法 

祀 

一
 s
m

尺 

一

尺(

卽
ち
一
尺
平
方
を
一 
S

 

束 

一
 〇
把M

」0

尺
《
卽
ち
ー
〇
把
を
一 
S

 

f
t
 

一
〇
束
同 

一
 0

0

尺
《
一
 〇

東
を
ー S

 

緒 

6
0
f
t
同 

一
 

〇

、00
0

尺

《 〇
〇

*

を
ー
給
、 

從
っ

て

一

結
の!

?
は

ift
Hi
尺

の

一

萬

平

方

尺) 

と

量

田

尺

を

定

めて
!
®

る
。

所

わ

そ

れ

か

ら

約

百

五

十

年

の

後

宜

袒

二

十

五

年

《
ニ
ニ 

五
二
》

以
來

ft
IL
相9

て
、

川

器

1L
せ
る
fc
以
て
、

仁 

M
十
二4

I
K

ニ

ニ

丸

四

冕

全

な

る

土

地

改

ft
を
行
は
ん
と
し 

て
新
た
に
・

田
尺
を!S

っ
た
時
、

世
宗
の£

.

^

し
た
・

创 

尺

が

箕

し

て

之

を

鏗

る

こ

と

が

出*

な
か
っ
た
の
で
、«
 

板

を

共

聲

と

し

て

新
に
・

田
尺
を
地
っ
た
の
で
あ
る
が
、

-1¢ 

宗
の

峙

にM

定
し
た
遵
守
條
去
の
尺
废
は
、

ft
rll
尺

は

第
 

尺
の
二
尺
一
寸

二

分

六

綴
に
・

る
と
定
め
て
あ
る
の
に
、 

二
尺-

一
寸
二
分
六

fi
lc
準
じ
て
一
寸
授
く

し
て
、

以
後
こ
の 

長
尺
と

以f
i
s

尺
と
が
、

純£

十
九
年(

二
四
七
九)

豪
で

混
用
さ
れ
、

之
以
耒
す
っ
と
長
尺
を
用
ひ
た
槿
で
あ
る
・
そ 

し
て
純®

一
十
年(

二
四
ハ0
》
陀

六
i

s

三
度
・
«
 

律
に
、

周
尺
の
長
さ
を*

寸

It
比
し
て
二
分51!  
く
し
、

量
田 

尺
一
尺
はM
尺
四
尺
九
寸
九
分
九
・

と
な
り
、

連
守
修
畫
の 

畫

尺

に

一

寸

を
*I

へ
た
も
の

IC
な
っ
て
居
る
こ
と
を
明£
 

し
た
の
で
あ
る
。

從
っ
て
大*

・
叙

規

定

と

は

其

の

長

さ
 

加
異
る
の
で
あ
る
『

世
宗
の
特
周
尺
を
刻
し
て
tt
て
た
京
域
水«

懸

部

の

石
 

H
も
亦
純
«.
二

十

复

二

四

ハ9

に
改B

し
て*

宗
の
畤
の 

M
尺

の

長

さ

を

刻

し

た

と

盍

は

れ

て

わ

驗(
«

・
大A

のM
 

尺
を

曲

尺
で
計
れ
ば
六
寸
六
分«

と
な
り
、

現
仔
ナ
る
水

«R 

播
匕
部
の
石
柱
を

tt
れ

ば

約

六

寸

七

分
と
な3
*
 

*

・
四
年(

二

三

一

三

帀

制

遵

守«

畫
を
・
・
し
て
各
停 

の
最

HI
尺

を

一

等

H1
尺

の
-

種M

に»

立

し

て

各

毎

の

ffti
ffl 

を
同
一
に
し
て
紳A

の
・

を
與
に
し
た
の
で
あ%

 

w
t
«
n

た
け
れ
ど
も
、

喪
の•

はT

十*

▼

以
チ
分
ト
ft
シ
、 

十

分

-r
兵
チ
寸
トS

シ
、

十

寸T
以
チ
尺
ト
爲
シ
、

十

尺▼

以T 

丈
ト̂

ス
」

と
こ
ろ
を
ひ
る
と
、

も
と
も
と
十B
法

IC
依
っ
て
科 

た
こE

が
期
か
で
あ
る
。
序
に
尺

度
にM
毎
あ
る
二
、

三
の■

項 

を*

ICM
介
し
て
废
のM

の
項
を
終
る
こ
と
と
し
よ
う♦



先

づ

道

堵

の

111.
程

で
あ
る
が
、

之

を

卄

る

IC
は
次
の
如*
-

垠
位 

を

川
ひ
て
居
る
。

卽

ち

「
周
尺
六
尺
ヲ
以
テ
ー
步
ト
爲
シ
、

三
百 

六

十

步

ヲ

以

チi
'n
ト
題
シ
、

三
十
果
フ
ー
息
」

と
し
た
の
で
あ 

る
。

從
っ

て
朝
鲜
の
甲
は
內
地
の
舉
の
約
十
分
の
一
に
・

っ
て
屈 

た
わ
け
で
あ
る
。

ち
ー
間
、
-

鏈̂

の
規
定
も
あ
っ
て
、
・ 
一
間
は 

M
尺

十
尺
、

一a

はM
尺

百

尺
(

卽

ち

十

間)

と
し
た
の
で
あ
る
。 

i

息
は

行

人

が

一

燈

休
む

間
の

距

離

で

、

俗
に
站
と
も
云
ふ
の
で 

あ
る
。
十

毘

毎
に

小
さ

い

卑

程

標

木
を

tr.'
き
、

三
十
».
毎
に
大
す 

な
叽
程
標
木
を
む
い
て
、

そ
こ
に
械
石
、.
橫
土
等
を
施
し
て
便
宜 

を
圖
っ
た
の
で
あ
る
。

道
路
の
幅n

に
關
す
る
規
定
は
ど
う
で
お 

っ

た

か

と

云

ふ

と

「
廣
サ
五
十
尺
ノ
モ
ノ
ヲ
大
胳
、

十
六
尺
ノ
モ 

ノ
ナ
中
路
、

十

一

尺
ノ
モ
ノ
ヲ
小
賂
」

と
云
ひ
、
各
そ
の
雨
側
に 

滿

を

有

し

そ

の

「
廣
サ
ニ
尺
」

と
し
た
の
で
あ
っ
て
、
之
笥
の
尺 

は
營
進
尺
で
あ
る
。

里
程
に
は
周
尺
を
取
位
と
し
、

幅
員
は
營
遥 

尺

で

接
定
し
て
居
る
と
こ
ろ
、

按
に
複
雜
と
云
ふ
べ
き
で
あ
ら
う
。 

一

方

す

で

に

世

宗

十

五

年(

二〇

九

三)

に

は

渾

条

、

日*e
 

縛
作
ら
れ
同
十
六
年
に
は
漏
器
を
作
り
て
之
を
用
ひU

河
二
十
三 

年
(

三

〇

こ

に

は

墓

観

に

皺

鑄

器

を

作

っ

て

兩

澤

を

計

り

、 

乂
馬
前«

の
西
に
測
水
柱
を
比
て.
、
漢

江

邊

の

巖

お

匕

に

栗

標 

を
刻
し
て
水
の
滦
淺
を
測
り
、

之
を
戶
曹
に%

:';•

せ
し
め
、

各
地 

朝

鮮Q

尺
*
(

佐
・
木)

方
に
於
て
も
冰
此
の
例
に
依
っ
てK
器
又
は
磁
器
を
備
へ
て*

水 

せ

し
め

た
の
で
あ"

。

岡
二
十
三
年
に
至
っ
て
、

新
た
に
鴻
雨
の 

制
を

群
处
し
、

中
央
に
は
做
器
を

01
造
し
て
測
雨
器
と
名
づ
け
、 

・

を

墓

款

に

作

っ

て

、

時
を

其
の

止

に

黄*

ー、
毎
雨
水
の
後
、 

觀
員
を
し
て
、

下
雨
の
狀

を

審

視

せ
し
め
周
尺
を
以
て
水
の%

？? 

を
汁
ら
し
め
、

之
を£

錄

し

、

地
方
に
於
て
は

fllm

の
測
雨
器
及 

び
周
尺
各
一
件
を
各
道
に
送
り
、

各

官
を

し

て

測

雨

签
の

忸

制)€
 

依
っ
て
磁
攀
或
は
瓦
器
を*

造
し
て
、

囁
を
客
舍
の
庭
中
に
作
っ 

て
鼎
を
淞
す
、

周
尺
乂
竹
木
を
以
て
作
り
、
毎

雨
後
、

勺
令
に
自 

ら
審
視
せ
し
め
記
錄
さ
せ
た
の
で
あ
る
。

今
よ
り
數
百
年
前
に
、

斯

の

如
・-
測
雨
器
を
製
作
し
て
、

短
弗 

M1
尺
を

以

て

雨

水
の
滦
淺
を
測
ft
せ
し
め
た
る
如*

ー
は
、

當
峙
顒 

洲
に
於
て
す
ら
雨
ft
の
戡
測
が
な
か
っ
た
こ
と
を
总
へ
ば
、
责

»& 

驚

くべ
*


こ
と
で
あ
る
と
、

利
田*
#

fe
博
士
を
し
て
驚
嘆
せ
し
め 

た

の
も

實
に

な
然
と
云
ふ
ペ
・
ー
で
あ
ら
う
。

三
、
业 

の 

制

笊

辭

は

111:
宗

二

十

ハ

年(

ニ
ー 〇

六)

に
罄
造
尺
を
基
率
と
し 

て
、K

の
寸
法
を
制
定
し
た
の
で
あ
る
。
卽
ち 

大M
(

別
稱
全

石)

之
は
二
十
斗
に
し
て
、

長

さ

二
尺
、

廣

さ

五



科

事

史

研
*

備

九
*
 

一
尺
一
寸
二
分
、

深
さ
一
尺
七
寸
五
分
積
三
千
丸
百
二
十
寸 

と
規
定
さ
れ

小M
(

別

稱

平

石)

之
は
十
五
斗
に
し
て
、

長
さ
二
尺
、

ffi
さ 

一
尺
、

棵
さ
一
尺
四
寸
七
分
横
二
千
九
百
四
十
寸
と
し 

斗 

之
は
長
さ
七
寸
、
廣
さ
七

寸

、

深
さ
四
寸
積
一
百
九
十
六 

寸

升 

之
は
長
さ
四
寸
九
分
、
廣
さ
二
寸
、

滦
さ
二
ま

十
九
寸 

六
分

合 

之
は
長
さ
二
寸
、

廣
さ
七
分
、

深
さ
一
寸
四
分
積
一
寸
九 

分
六
厘

と

夫*

規
定
き
れ
た

の

で
あ

る
。

そ
し
て
、

戶
曹
に
は
全M

の 

M

の
模
範
と
す
る
た
め
、

銅
を
以
て
作
っ
たM
を

-as
い
た
の
で
あ 

る
。

日

木

桝

の

容

積-

升
は
約
六
百
五
十
立
方
寸
な
る
を
以
て
、 

恻

鲜

の

十

五

斗(

平

石)

は
四
升
五
厶0

¢
、

二

十

斗
(

全

石)

は 

六
升
餘
と
な
り
、

從
っ
て
朝
鲜
の
斗
は
內
地
の
斗
に
此
し
て
客
積 

に
於
て
約
三
十
分
ノ i

で
あ
っ
た
わ
け
で
あ
る
。

容

積
に
關
係
あ
る
一
、

ニ

の

•»
項

を

次

に

紹

介

し

-T
お
く

。
先 

づ
給
の
大
小
、

石
數
を
次
の
如
く

定
め
て
居
る
。
「
漕
**
給

所

載
 

ノ
石
敷
ヲ
詳
定
ス
〇
長
サ
五
十
尺
、
廣
サ
十
尺
三
寸
以
ヒ
シ
大
船
、 

畏
サ
四
十
六
尺
、

廣
サ
九
尺
以
上
ヲ
中
給
、

長
サ
四
十
一
尺
、
廣

六 

サ
ハ
尺
以
ヒ
ヲ
小
給
ト
爲
シ
、

各*

一
百
五
十
石
、

二
百
石
、


百
三
十
石
ヲ
載
ス
ル
ヲ
恒
式
ト
爲
ス
」
。

之
で
朋
か
の
如
く
、

大
 ゝ

中
、

小

給
の各

'
・

の
、

現
今
の
容$

に
も
比
す
べ
う
大
略
の
規 

定
が
出
來
た
わ
け
で
あ
る
。

大
典
舍
通
に
は
、
清
轉
船
を
江
給
と 

云
っ
て
居
り
、
更
に
海
船
に
對

す
る

規

で
も

あ

る
。

何
れ
もS
造 

尺
を
用
ひ
る
點
を

明

記
し

て
あ

る
。

X
立
と

云

ふ

の

が
か

っ
て
、

之
は
村
木
のM
積
のm
位
で
あ
る
。 

林
木
の
锁
類
に
依
っ
て
與
る
の
で
あ
る
が
、

切
板
に
於
て
は
畏
さ 

七
尺
、

廣
さ
一
尺
、

翠
さ

二

寸

五

分

、M
板
で
は
長
さ
七
尺
、
廣 

さ
一
尺
三
寸
、"

さ
一
寸
、

廣
松
板
で
は
長
さ
七
尺
、W

さ
一
尺 

”

さ
三
寸
の
も
の
を
ー
立
と
云
ふ
の
で
あ
る
。

最

後
にW
を

廉

し

て

お

く

。

四

、

衡
 

の 

制

淡
tt
舂

(

長
さ
九
寸
、

空
圍
九
分
、

積

ハ

百
-

十
分
、

客
黍 

千

二

百

戲

に

充

し

た

水

の

重

さ

を

ハ

七

八

分' 

十V

を
分
、

十 

分
を
錢
、
十
錢
を

兩

、
十
六
雨
を
斤
と
し
た
の
で
あ
る
。

そ

し

て

ー  

百
斤
を
大
、
三

十

纭

七

斤

を

中

、
三

斤

或

一

斤
を
小
と
稱
ナ
る
の 

で
あ
る
ー
。

中
稱
、

小

稱

に

は

夫♦

二
種
あ
る
點
、

そ
の
理
由
不
明 

で

あ

る
(

黃
细
伶
の
空n
と
は
斷
询
積
の
だ
味
で
あ
る
こ
と
勿
箱



で
あ
る
加
、

之
を
周
圍
と
誤
解
し
て
紹
介
し
た
舟
物
が
あ
る)

。 

五

、

結

rr 

以
む
慶*

衡
の
大
略
に
つ
い
て
記
し
た
わ
け
で
あ
る
が
、

長
さ 

の
單
位
に
つ
い
て
今
少
し
考
察
を
進
め
て
み
た
い
と
思
ふ
の
で
あ 

る
。
旣
に

記
し
た
如
く

、

學
術
的
硏
究
に
常
っ
て
は
專
ら
周
尺
を 

用
ひ
、

其
他®

阳
尺
、

里
程
を
表
す
步
、

里
、

息
の
單
位
等
に
は 

す
べ
て
周
尺
を
以
て
そ
の
單
位
と
し
て
居
た
の
で
あ
る
。

一
方
築 

城

、
建

築

、
橋

梁

、

造
船
、
量
器
、

軍
器
、

刑
具
、

家
屋
、

墓
石
、 

道
路
の
幅
員
爭
に
は
營
造
尺
を
使
用
し
て
居
た
の
で
あ
っ
て
、

營 

造
尺
が
域
も
廣
く

各
方
面
に
使
用
さ
れ
て
居
た
こ
と
も
亦
旣
に
記 

し
た
通
り
で
あ
る
，〇
こ
の
營
造
尺
は
曲
尺
に
比
す
る
と
一
分
短
い 

と
云
は
れ
、X
曲
尺
と
同
じ
長
さ
で
あ
る
と
も
云
は
れ
て
居
る
が
、 

こ
の
時
造
尺
及
び
周
尺(

黄
鐘
尺
の
六

寸

六

麓)

布
帛
尺
、

造
禮
器 

尺
爭
す
べ
て
を
黄
鐘
尺
に
比
し
て
そ
の
長
さ
を
大
典
會
通
に
記
錄 

し

て

居

る

點

及

び

世

宗

九

年

五

月.(

二
〇
ハ
七)

に
は
旣
に
十
二 

律
®1
を

作

っ

て

居

る

點

よ

り

し

て

黃

鐘

管

長

九

寸

を

單

位

と

す 

る
黃
鐘
尺
が
、

夫
以
來
尺
度
の
基
準
に
な
っ
た
こ
と
丹
充
分
考
へ 

传
ら
れ
る
と
思
ふ
の
で
あ
る
。

そ
の
黃
鐘
尺
を
基
準
と
し
て
布
帛 

尺
、

幣
造
尺
、

造
禮
器
尺
缚
の
尺
制
が
順
次
作
ら
れ
た
も
の
と
思 

朝

鮮

の

尺

度
(

佐
々
木J

は
れ
る
。
斯
く

考
へ
る
時
は
、

朝
鲜
の
尺
制
の
墓
洋
は
周
尺
と
黄 

鐘
尺
に
あ
る
と
云
ふ
べ
き
で
は
な
か
ら
う
か
。

實
際
に
使
用
さ
れ 

た
周
尺
加
如
何
な
る
長
さ
の
周
尺
で
あ
っ
た
か
は
不
朋
に
し
て
、 

X
容
易
に
こ
れ
を
知
る
こ
と
を
得
な
い
で
あ
ら
う
け
れ
ど
も
、

製 

す
る
に
周
尺
の
制
を
採
用
し
た
こ
と
だ
け
は
明
瞭
で
あ
る
。
然
ら 

ば
黄
鐘
管
長
九
寸
と
云
ふ
樂
學
軌
範
に
規
定
せ
る
九
寸
な
る
も
の 

は
何
を
竝
準
と
し
た
九
寸
で
あ
ら
う
か
。
之
が
明
か
と
な
れ
ば
、 

世
宗
以
後
の
睹
尺
制
は
結
局
の
と
こ
ろ
、

こ
の
基
単
の
流
れ
を
汲 

ん

で

居'5
こ
と
に
な
る
と
云
へ
る
で
あ
ら
う
。
黃
鐘
管
長
九
寸
と 

云
ふ
も

支

那
に

於

て
は
歷
代
そ
の
長
さ
を
異K
し
た
の
で
あ
る
か 

ら
、

從
っ
て
黄
鐘
の
振
勤
數
も
亦
歷
代
皆
宾
っ
た
わ
け
で
あ
る"
 

斯
く
考
へ
來
ると

*'

一、

世
宗
九
年
に
朴
壤
に
依
っ
て
作
ら
れ
た
十 

二
律
管
の
黃
鐘
管
艮
は
果
し
て
何
を
基
準
に
し
て
九
寸
と
し
た
か 

を
知
る
こ
と
は
意
義
深
き
こ
と
で
あ
る
。

平
賀
良
藏
氏
は
こ
の
妙 

に
唐
目
し
、

京
城
經
舉
院
朋
偏
堂
に
現
仔
す
る
磬
の
音9

の
加
音 

の
振
動
數
か
ら
樂
器
製
作
當
時
の
黃
鐘
管
長
の
探
究
を
試
み
ら
れ 

た
の 

で

あ

る

.0
磬
の
音9
分

析

に

はperiodgvar-

 

Analysis

 

の
方
法
を
採
用
さ
れ
、

興

味

あ

る

結

麋

を

發

表

さ

れ

た

の

で

あ 

査
そ
こ
で
、

雅

樂
々

器
の
編
磬
、
編

鑛

の

歷

.*
を
少
し
く
紹
介
し

七



科
*

史R

*

第

九M
 

て
お
か
う
。

朝

鲜

嗦

け

る

宗M

の
雅
樂
々
器
は
李
王»

雅
樂
部 

にM
は
り
、

文

朗
の
雅

樂
々
器
は
經

學

院

朋«

堂
に
傳
は
り
、

樂 

器
の
稜
類
に
於
て
は
雨
者
に
於
て
多
少
の
澹
異
加
あ
る
け
れ
ど
も
、 

編
磬
、
編,
tt
に
於

て
-
は
同
じ
も
の
で
あ
る
と
云
は
れ
て
居
る
。
編 

磬

は

世

宗

七

年(

二〇

ハ

五)

に

試
進

ka
同
九
年
に
朴
填
に
依 

っ

てi
®

、

十
二
枚
が
完
成
し
た
の
で
苏
る
。
fi
tt
は
同
十
一
年 

にU
成
し
た
も
の
で
あ
っ
て
、

同
十
二
年
ハ
月
十
八
日
王
は
思
政 

K

に
於
て
朴
壤
新
造
の
«|
磬
を
以
て
雅
を
聞
か
れ
た
の
で
あ
れ
。 

同
十
二
年
十
二
月
一
日
に
雅
樂
措
熄
出
來
、

同
十
三
年
正
月
一
日 

の
賀
正
のS

!

に

始

め

て

新

制

の

雅

樂

加

用

ひ

ら

れ

た

の

で

あ

蔡 

編
鏑

护

出

來

て

約

二

十

四

年

後

の

文

家

元

年(

ニ
ー 

ー
ー)

に
至 

リ
、

こ
の
鎭
磬
は
ft
正
せ
ら
れ
て
、

こ
れ
以
來
恐
ら
く
現
仔
す
る 

如*
-

十

六

枚

よ

り
な

る

編
薯
、

十
六
箇
よ
り
な
る
編
tt
と
な
っ
た 

も
の
と
想*

さ
れ
る
。
而

し

て

最

初

の

十

二

善

が

作

ら

れ

た

の 

は
旣
に
記
し
た
如
く
世
宗
九
年
で
あ
る
か
ら
、

こ
の
と
き
の
黃
细 

の
音
律
が
昔
律
の
基
单
と
せ
ら
れ
、

從
っ
て
黃
«|
尺
は
こ
の
峙
以 

來

使

用
さ

れ
た
こ
と
は
間
逮
ひ
な
い
の
で
あ
る
か
ら
、

平
賀
氏
の 

結

坊
に
依
っ
て
當
時
の
黃
细
が
推
察
さ
れ
て
い
ゝ
售
で
あ
る
。

こ 

の
結»

に
從
ふ
と
曲
尺
と
同
じ
尺
制
を
黄«

尺
と
し
て
朝
鲜
に
採 

用
し
た

こ

と
に
な
っ
て
ゐ
る
。

ハ 

所

で

世

宗

十

二

年

十

月

に

は

「
命

ジ
テ
・

趾
、W

#

等
ノ
周 

尺
ノ

黃
tt
管
ヲ

造
ル

ヲ

停
ム

L-fi
と
あ
る
と
こ
ろ
を
み
る
と
、

周
尺 

で

卄

っ

た

黄

星

加

作

ら

れ

て

居

た

こ

と

も

事

實

の

樣

で

あ

る

。 

唯
か
く
の
如
き
黄

il
管

わ

雅

樂
・
器
の
製
作
に
形
・

し
て
居
る
か 

否
か
は
充
分
關
査
を
要
す
る
こ
と
で
は
な
か
ら
う
か
。

六

、

補 

遺 

以
上
は
す
ペ
て
文
獻
に
依
る
の
で
あ
る
沆
、

朝
洋
に
於
て
は
、 

實

際
に

は

近

年
ま
で
可
成
り
大
雜
把
な
度*

衡
制
那
採
用
せ
ら
れ
、 

例
へ
ば
量
器
の
如
き
も
地
方
に
依
っ
て
相
な
の
差
異
加
お
り
、

甚 

し
・
に
至
っ
て
は
同
じ
地
方
に
於
て
す
ら
製
作
す
る
大
工
に
依
っ 

て
相
違
し
た
と
云
は
れ
て
わ
る
。*

田
尺
に
關
す
る
把
に
つ
い
て 

考
へ

て
み
る
も
、

禾

稼

一

握
と

云
ふ

は
稔
っ
た
も
の
に
つ
い
てか

、  

收
穫
を
終
っ
た
も
の
に
つ
い
て
か
は
不
明
で
あ
る
。

土
地
の
古
老 

の<

及
び
遺
物
の
関
ま
尊
を
綜
合
す
る
こ
と
に
依
っ
て
、

一
府
實 

相

に

近

い%

の
が
明
か
に
せ
ら
れ
て
來
る
こ
と
で
あ
ら
う
。
而
し 

斯
樣
な
こ
と
と
は
無
關
係
に
、

量
田
尺
加
租
稅
に
關«

し
た
た
め 

か
、
結
負
の
積
は
非
常
に
正
確
を
期
し
て
居
た
こ
と
加
女
の
計
算 

陶
ら

明
か

で
あ

る
。

8
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こ
の
汁
算
梢
果
か
ら
判
斷T
る
に
結
負
の
積
は
恥
な
る
經
鹼
人
の 

も
の
で
は
な
く

、

何
か
獨
特
の
計
算
法
に
よ
る
も.
の
で
は
な
か
ら

う
か
。

次

に

編

磐

に

つ

い

て-

寸
読
明
し
て
お
く

。

之
は
文
獻
の
敎
へ 

る
所
に
よ
る
と
、

聶

隆

(

京

畿

道

番

郡
)

の
石
を
以
て
作
っ 

た
も
の
で
あ
る
。

牛
の
角
で
た
ゝ
く
の
で
あ
る
枷
、

仲
々
い
ゝ
音 

を
谶
ナ
る
も
の
で
、

大

小

ly
薄
に
よ
っ
て
夫
々
音
律
を
異
に
す
る 

わ
け
で
あ
る
。

編

鐘

と

共

に

雅

樂*•

器
の
中
心
を
な
す
も
の
で
あ 

る
。

朝

鮮

。

尺

戯
(

佐
々
木)

?

一
周
代
に
用
ひ
しR

ft
な2

も
其Q

長
さ
に
至
り
て
は
異
ft
多
く
しP

 

鮮
1H
に
知
りM

い
。
朝
鮮
に
於
て
用
ひ
し
も
の
は
布
帛
尺
及
び#
»
 

尺
よ
り
短
い
。
北
京
故
宮
博
物
tt
に
藏
す
る
押
秋
畤
代
發
*!
品
た
る 

脚
尺
は〇

、
二
三
一
米(

曲
尺
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